
「歯科医師の適切な配置等に関するワーキンググループ」開催要綱 

 

 

 

１．趣旨 

 少子高齢化による人口構成の変化や歯科疾患の罹患状況の変化、医療や介護等における

歯科保健医療に対するニーズの多様化などにより、歯科保健医療を取り巻く状況は大きく変

化している。こうした状況に対応するため、地域において必要な歯科保健医療が提供されるよ

う、歯科医療の質の向上を図るとともに、地域の状況に応じた歯科医療提供体制を構築するこ

とが求められている。これらを踏まえ、令和３年２月以降、厚生労働省医政局に設置された「歯

科医療提供体制等に関する検討会」において、歯科医療の提供体制の構築等に関して必要な

事項について、総合的に議論を行ってきたところである。 

同検討会において、個別具体の分析等について議論する場を新たに設けることとされたこと

から、今般、「歯科医師の適切な配置等に関するワーキンググループ」（以下「ワーキンググル

ープ」という。）を開催することとする。 

 

２．検討事項 

 ワーキンググループは、次に掲げる事項を協議する。 

（１） 歯科医師の必要数に関すること。 

（２） 歯科医師の適切な配置に関すること。 

（３） その他、歯科医療の提供に関すること。 

 

３．構成員 

ワーキンググループの構成員は、別紙のとおりとする。 

 

４．運営等 

（１） ワーキンググループは、医政局長が別紙の構成員の参集を求めて開催する。 

（２） ワーキンググループにおいては、必要に応じ、（１）の構成員以外の学識経験者、実務経

験者等の出席を求めることができる。 

（３） ワーキンググループには座長及び座長代理を置く。座長は、ワーキンググループを代表し、

会務を統括する。 

（４） ワーキンググループの庶務は、医政局歯科保健課が行う。 

（５） 会議は、原則公開とする。ただし、会議を公開することにより、個人情報の保護に支障を及

ぼすおそれがある場合、個人又は団体の権利利益が不当に侵害される恐れがある場合、

自由闊達な意見交換に支障があると判断される場合など、必要があると座長が認めた場

合は、会議を非公開とすることができる。会議を非公開にする場合でも、開催予定とともに

非公開である旨及びその理由を公開する。 

（６） 会議資料及び議事録については、後日ウェブサイトにおいて公開する。ただし、議事内容

により非公開にする必要があると座長が認めた場合には、非公開である旨及びその理由

を明示するとともに、座長が認める範囲において議事要旨を公開する。 

（７） この要綱に定めるもののほか、ワーキンググループの運営に関し、必要な事項は、座長が

定める。 
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